
東 京 電 機 大 学 未 来 科 学 部 規 則 

 

（平成 22年３月９日） 

（ 規４第 90号） 

 

第 １ 章    総           則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、東京電機大学学則（以下「大学則」という。）第３条第３項に基づき、

未来科学部（以下「本学部」という。）の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の

目的、学年及び学期、教育課程及び単位、成績及び卒業その他大学則施行上必要な事項

を定める。 

 

（人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的） 

第２条 本学部は、21 世紀において人類の知的生産活動にふさわしい生活空間（知的住空間、

知的情報空間、知的行動空間）を創造することに必要な科学技術とそれを実社会に適用

する能力を修得させることを目的とする。 

すなわち、自ら問題を発見し解決する能力（プロの能力）と、広い視野と時代の方向

性を見通すことのできる心の構え（豊かな教養）を併せ持つ技術者を養成する。 

 

２ 本学部の各学科における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は、次の

とおりとする。 

（１）建築学科は、21 世紀において人類の知的住空間を創造することに必要な建築技術と

それを実社会に適用する能力を修得させることを目的とする。 

すなわち、建築学の「建築計画・意匠」「建築構造・情報」「建築環境・設備」分野の

専門能力と豊かな教養を併せ持つ技術者を養成する。 

 

（２）情報メディア学科は、21 世紀において人類の知的情報空間を創造することに必要な

情報メディア技術とそれを実社会に適用する能力を修得させることを目的とする。 

すなわち、情報メディア学の「デジタルメディア」「情報通信」分野の専門能力と豊か

な教養を併せ持つ技術者を養成する。 

 

（３）ロボット･メカトロニクス学科は、21世紀において人類の知的行動空間を創造するこ

とに必要なメカトロニクス技術とそれを実社会に適用する能力を修得させることを目的

とする。 

すなわち、ロボット・メカトロニクス学の「ロボットデザイン」「メカトロニクス」「情

報駆動システム」分野の専門能力と豊かな教養を併せ持つ技術者を養成する。 

 

 



第 ２ 章    学年及び学期 

 

（学年・学期） 

第３条  学年は、４月１日に始まり、翌年３月31 日に終る。 

２  学年を次の２つの学期に分ける。 

前学期  ４月１日から９月 10日まで 

後学期  ９月 11 日から翌年３月31 日まで 

 

第 ３ 章    教育課程及び単位 

（授業科目） 

第４条  授業科目の区分は、共通教育科目、専門教育科目及び教職課程に関する科目とし、

別表第１のとおり開講する。 

 

（履修の要件） 

第５条 本学部における履修の要件については、別表第２のとおりとする。 

 

（履修単位の制限） 

第６条 本学部では、各学期に履修できる単位数を 24単位までとする。ただし、自由科目

及び集中講義科目は、履修できる単位数の上限に含まない。 

 

２ 所定の単位を優れた成績をもって修得した者については、前項に定める上限を超えて、

科目を履修することができる。履修方法は別に定める。 

 

（教員の免許状授与の所要の資格の取得） 

第７条 本学部において取得できる免許状の種類は大学則別表第２とし、教職課程に関す

る科目及び必要な授業科目は別表第３とする。 

 

第 ４ 章    成績及び卒業 

（成績評価・単位認定） 

第８条 本学部は大学則第 26条に基づき、科目の成績評価を行う。 

２ 本学部における、成績評価及び GPA（Grade Point Average）ポイントは、次の評点 

 区分に基づき行う。 

評点 成績評価 GPAポイント 

90～100 S 4 

80～89 A 3 

70～79 B 2 

60～69 C 1 

0～59 D 0 

放棄 － 0 



 

（卒  業） 

第９条  本学部は、４年以上在学し、第５条別表第２に規定する履修の要件に従い、建築

学科は合計 128 単位、情報メディア学科、ロボット・メカトロニクス学科は合計 124 単

位以上を修得した者を卒業と認定する。 

２ 本学部は、大学則第 31条第２項に定める卒業の基準を別に定める。 

 

第 ５ 章    改正 

（改 正） 

第 10条  この規則の改正は、本学部教授会の議を経なければならない。 

     

附 則        

１  （施行期日） 

（1） この規則は、平成 22年４月１日から施行する。 

（2） この規則は、平成 23 年３月８日に第４条別表第１(未来科学部の授業科目及び単位

数)、第５条別表第２(未来科学部の履修の要件)、第６条別表第３（未来科学部におけ

る教職課程の履修方法）を改正し、平成 23年４月１日から施行する。 

（3） この規則は、平成 24 年３月 13 日に第６条を追加し次条以下を繰り下げ、第４条別

表第１(未来科学部の授業科目及び単位数)、第５条別表第２(未来科学部の履修の要件)、

第８条、第９条を改正し、平成 24年４月１日から施行する。 

 ただし、平成 23 年度以前に入学した者の成績評価及びＧＰＡ（Grade Point Average）

ポイントの評点区分は、第８条第 2 項の定めにかかわらず、次のとおりとする。なお、

成績評価Ｄ１及びＤ２は、大学則第 26条第１項のＤに相当するものとする。 

 

評点 成績評価 GPAポイント 

90～100 S 4 

80～89 A 3 

70～79 B 2 

60～69 C 1 

50～59 D1 0 

0～49 D2 0 

放棄 － 0 

 

 

 

 また、第５条別表第２に定める履修要件及び第９条に定める卒業要件についても、平

成 23年度以前に入学した者は次のとおりとする。 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年度以前に入学した者の履修単位の制限は、第６条の定めにかかわらず、次

のとおりとする。ただし、自由科目及び集中講義科目は、履修できる単位数の上限に含

まない。 

（１）建築学科 28 単位 

（２）情報メディア学科、ﾛﾎﾞｯﾄ・ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ学科 26単位 

 

（4） この規則は、平成 25年３月 14日に第２条第２項第１号、第４条別表第１(未来科学

部の授業科目及び単位数)を改正し、平成 25年４月１日から施行する。 

 

（5） この規則は、平成 26年３月 11日に第４条別表第１(未来科学部の授業科目及び単位

数)を改正し、平成 26年４月１日から施行する。 

 

区    分 

単     位     数 

建築学科 
情報メディア学科 

ロボット・メカトロニクス学科 

共
通
教
育
科
目 

 人間科学科目 

１６単位 

(STS科目４単位を含む) 

基礎科目 

人文社会科学科目 

技術者教養(STS)科目 

 
 英語科目 ６単位 

専
門
教
育
科
目 

基礎共通科目 

専門科目 

学部キャリア科目 

１０４単位 ９２単位 

任意に選択し修得した科目  １０単位 １４単位 

合     計 １３６単位 １２８単位 
















